
 

【法人向けインターネットバンキング】 

外部ファイル登録の明細数拡張について 

 

  【法人向けインターネットバンキング】では、「外部ファイル登録」の明細数拡張および明細票の出

力方法の追加を以下のとおり実施いたします。 

 

１．変更日 

  平成 30年 3月 12日（月） 

 

２．登録可能明細数の拡張 

「外部ファイル登録」の登録可能明細を現在の 2,000明細から 9,999明細に拡張します。 

ファイル 

形式 

持込明細数 

現 在 明細数拡張後 

全銀フォーマット 
１明細 

～２，０００明細 

１明細 

～９，９９９明細 

ＣＳＶフォーマット 
１明細 

～２，０００明細 

１明細 

～９，９９９明細 

   

３．明細票の出力方法の追加 

   「外部ファイル登録」の登録可能明細拡張に伴い、明細数が２，００１件以上の持込データを出

力する場合は、「取引状況一覧」画面にて対象帳票（振込明細票、口座振替明細票、口座振替明細票

（不能分））の作成依頼を行った後 、「ディレード帳票照会」（新メニュー）にて帳票をＰＤＦ出力

します。 

     

 



 

■ ２，００１明細以上の明細票をＰＤＦ出力する方法 

（振込明細票のＰＤＦ出力手順を例に説明しますが、他の対象帳票も手順は同様です。） 

   

＜画面１＞【取引状況照会－振込取引状況一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜操作の説明＞ 

① 振込データ一覧から振込データを選択します。 

② ‘振込明細票（ＰＤＦ）’ボタンを押下します。 

※選択した持込データが２，０００明細以下の場合、今までどおりボタン押下後に即時でＰＤ

Ｆ出力されます。 

① 

② 



 

   ＜画面２＞【取引状況照会－受付結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜操作の説明＞ 

① ディレード帳票の受付通番を確認します。 

② ディレード帳票を作成状況を照会するため‘ディレード帳票照会’ボタンを押下します。 

 

 

   ＜画面３＞【ディレード帳票照会－受付情報入力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜操作の説明＞ 

   ① ディレード帳票の受付通番（【取引状況照会－受付結果】画面に表示される受付通番）を入力します。 

     ※未入力の場合、作成依頼したディレード帳票が一覧表示されます。 

   ② ‘次画面’ボタンを押下します。 

② 

② 

① 

① 

② 



 

   ＜画面４＞【ディレード帳票照会－出力帳票選択】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜操作の説明＞ 

   ① 出力対象のディレード帳票を選択します。 

     ※状況が正常の帳票のみ選択可能 

   ② ‘印刷（ＰＤＦ）’ボタンを押下します。 

 

【状況】 

項目 説明 

正常 帳票の作成が正常に終了しており、ＰＤＦ出力可能な状態です。 

作成中 帳票を作成中です。作成が完了するまでＰＤＦ出力できません。 

異常 何らかの原因で帳票作成が失敗しました。 

 

② 

① 


